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この事業は、町民が主役のまちづくりを推進し、町民ニーズに合った公共サービスの提供を目

指して、平成２４年度からスタートした事業であり、市民活動団体等が企画・提案する事業に必

要となる経費の一部を町が補助する支援制度です。 

市民活動団体と町との協働を推進することにより、市民活動の活性化とにぎわいを促進し、子

どもからお年寄りまで多くの町民、団体・企業、また町外の人々を巻き込みながら、住みよい町

を目指します。 

 

 

 
 加美町町民提案型まちづくり事業では、下記の２部門に該当する事業を補助の対象とします。 

 

 

（１）まちづくりチャレンジ部門 

   皆さんの地域には、どんな課題がありますか？また、「こんなことを地域でやれば、もっと良

い町になるのに・・・。」といった思いや、「こんなことを出来れば、もっと地域がにぎわうの

に・・・。」と思ったことはありませんか？ 

そんな思いを持った方々がまちづくりにチャレンジし、にぎわいの創出や、地域課題の解決

に繋がるような新たな事業を補助の対象とします。 

 また、継続的な地域活性化事業に繋げていくためにも、補助期間中に自立して活動を行って

いくことも目指していきます。 

 

（２）青少年提案部門 

   町内の学校に通う生徒や学生の皆さんが考えるまちづくり活動を形にしてみませんか？この

部門では、学校に在学中にまちづくりを経験するために、生徒や学生の皆さん自身が実際にア

イデアを考え、町に提案を行い、新たなまちづくりに取り組むような事業を補助の対象としま

す。 

   ※青少年提案部門に企画提案を行う場合は、必ず大人の方（保護者もしくは教職員）を１名

以上メンバーに登録してください。 

 

（３）対象となる団体 

  下記の要件をすべて満たすものとします。 

①５人以上で構成され、事業を的確に遂行できる団体 

②代表者が町内に在住、在勤又は在学している団体 

③活動拠点を町内に有し、町内において活動を行っている団体 

④事業完了後も継続して活動を行う見込みがある団体 

   ※新たに組織した団体・グループも対象となります。 

 

１．趣 旨 

２．制度の概要 
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（４）補助対象とならない事業 

次に掲げる事業は、提案することができません。 

①団体が従来から行っている継続事業、及び新規事業であっても実質的に同一事業とみなさ

れるもの 

   ②他の補助金等の交付の対象となっている事業 

   ③宗教的活動に関する事業 

   ④政治的活動に関する事業 

   ⑤特定の企業、団体及び個人の利益を追求するための事業 

   ⑥公序良俗に反する事業 

   ➆会員の親睦や趣味的な活動、スキルアップを目的とした事業 

⑧学術的な研究を目的とする事業 

➈継続が見込まれない事業 

 

（５）補助金の対象となる経費 

事業の実施に直接必要となる経費(税込の金額)が補助の対象となります。 

この補助金は、団体の運営費を補助するものではないため、 

 ●団体の運営費や構成員に対する人件費、施設の維持費 

●用地の取得・賃借に要する費用および補償にかかる費用は、補助の対象になりません。そ

の他、町長が不適当と認める経費については対象外です。 

 

【補助対象経費（例）】 

経費項目 対象となる経費（例） 対象とならない経費（例） 

人件費 

・事業の企画や準備、実施のため

に雇ったスタッフ、アルバイト

等の賃金 

・団体構成員に対する人件費 

報償費 

・外部の講師、専門家への謝金 

・出演者等へのお礼を品物で行う

場合の商品購入代金 

・調査、研究等にかかる報償費 

・図書券、テレホンカードなどの 

金券、商品券 

需用費 

・文具、インク等の消耗品代 

・ポスターやチラシ、パンフレッ

ト、冊子等の印刷製本費 

・事業実施に必要な車両等燃料費 

・感染症対策のマスクや消毒液等 

・スタッフの揃いのＴシャツ等 

・団体の経常経費的な消耗品代等 
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旅 費 

・講師等の活動場所までの移動、

現地調査等に係る交通費や宿泊

費等 

・会員の交通費、宿泊費等 

食糧費 

・講師昼食代、会員以外のボラン

ティアスタッフへの弁当代 

・事業で使用する食材 

(販売用の食材を除く) 

・会議や親睦のための飲食代 

・打合せ等スタッフ用のお茶代 

・団体構成員に対する食糧費 

通信運搬費 
・事業に関わる会議等の案内に必

要な切手、郵送料 

・電話料 

・インターネットプロバイダー料 

使用料及び賃借料 

・会場使用料（施設、会議室等） 

・車両（バス等）、器具等の賃借料

や借上料 

・(団体構成員だけで行う)打合せ 

 のための会場使用料 

備品購入費 

・事業実施に必要不可欠なもので

長期（概ね１年以上継続して使

用できるもの）に使用する物品。 

 ※詳しくは担当課へお問い合わ

せください。 

・パソコン、カメラ、コピー機 

など他の事業でも使用可能な 

汎用性の高い物品 

※領収書がない場合、経費として認められないことがあります。また、領収書のあて名には、

個人名ではなく、必ず団体名を記入してください。 

※上記にない経費については、別途協議します。 

 

（６）補助金の交付額 

補助金額は、予算の範囲内で、下記のとおり交付します。 

対象経費に補助率をかけて求めた額に 1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨 

てます。 

初回 ２回目 ３回目

対象経費の
100％以内の額

10万円 10万円 10万円

スタートアップ枠
対象経費の
100％以内の額

10万円

対象経費の
100％以内の額

10万円 10万円 10万円

部門名

まちづくりチャレンジ部門

補助率
交付回数・限度額

青少年提案部門
（生徒及び学生の団体）

 

  ※スタートアップ枠は事業を新規に始めようとする場合の初期投資に関する費用のうち、事業

実施に不可欠な備品購入費に対して別途補助するものです。 
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（７）事業の期間 

   事業は、補助金の交付決定日から令和８年３月３１日（年度内）までの期間で行っていただ

きます。 

 

 

 

（１）企画提案書の提出 

 ❏まちづくりチャレンジ部門 

下記の書類を作成し、令和７年４月１日（火）～令和７年９月３０日（火）≪必着≫まで、 

ひと・しごと推進課に提出してください。 

  ≪提出書類≫ 

    ・企画提案書（様式第１号） 

    ・事業計画書（様式第 1-1号） 

    ・事業収支予算書（様式第 1-2号） 

・団体概要書（様式第１-３号） 

・会員名簿（様式第１-４号） 

・規約、会則等 

・団体の活動内容が分かるもの（総会資料、パンフレットなど） 

 

❏青少年提案部門 

下記の書類を作成し、ひと・しごと推進課に提出してください。（青少年提案部門については、 

随時企画提案を募集します。） 

≪提出書類≫ 

    ・まちづくり活動の提案書（様式第１号） 

    ・収支予算書（様式第 1-2号） 

    ※企画提案に至った経緯が分かる資料がある場合は、上記の書類を提出する際に併せて添

付してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．応募から実施までの流れ 

・提出書類は、審査に関わる重要な書類となりますので、提案内容や、事業実施予定日などについて、団

体内で十分に検討したうえで企画提案を行ってください。 

・当事業の活用を検討している場合は、事業実施前に事務局にご相談下さい。また、提案を行う場合は、

余裕を持ったスケジュールで企画提案を行ってください。 

～ 重 要 ～ 
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（２）提案事業の審査 

提出書類された書類を元に、庁内で書類審査を行います。必要に応じて、提案団体と町による

ヒアリングを実施することもあります。 

  ※審査から選考結果が判明するまでは、概ね１ヵ月程度を予定しております。 

 

（３）選考結果 

書類審査の結果を、各団体の代表者に通知します。交付に際して、条件が付く場合があります。 

＜送付書類＞ 

・補助金交付対象事業選考結果通知書（様式第２号）  

 

（４）補助金の交付申請 

選考結果通知書を受けたあとに、補助金の申請書を提出してください。 

≪提出書類≫ 

   ・補助金交付申請書（様式第３号） 

注意：補助金の交付が決定される前に支出したものについては、事業の対象経費とはなりませ

んので、あらかじめご了承ください。 

 

（５）補助金の交付決定及び通知 

 事業に対して補助金の交付が決定すると団体の代表者に通知します。 

＜送付書類＞ 

・補助金交付指令書（様式第４号） 

 

（６）事業計画を変更する場合 

  原則として、補助対象事業決定後の変更は認められません。ただし、社会情勢の変化または

不可抗力等の理由により、やむを得ず当初の事業計画から変更が生じるときは、変更等承認申

請書を提出して、町の承認を受けることにより変更することができます。 

≪提出書類≫ 

   ・変更等承認申請書（様式第５号） 

    ※事業計画の変更を承認すると団体の代表者に通知します。 

＜送付書類＞ 

・補助金交付変更指令書（様式第 6号） 
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（７）実績報告 

  補助事業が完了した日から３０日以内または令和８年 4 月２０日のいずれか早い日までに、

関係書類を添えて実績報告書を提出してください。 

≪提出書類≫ 

   ・実績報告書（様式第７号） 

・様式第７号の添付書類 

（事業実績書、収支決算書、経費の証拠書類（領収書のコピー）、事業実施写真など） 

※領収書は各支出項目別に保管するなどし、大切に保管してください。支出が確認できな 

い場合は、補助金の対象外とすることもあります。 

    ※事業の実施内容を報告する書類となりますので、実際に実施した内容を具体的に記載し

て下さい。 

 

（８）補助金の請求 

  通常は、実績報告書の提出後に補助金の交付を行いますが、この補助制度では事業に取り組

みやすいように、事業の完了前に補助金を交付（概算払い）することもできます。 

≪提出書類≫ 

   ・加美町町民提案型まちづくり事業補助金請求書（様式第８号） 

   ・加美町町民提案型まちづくり事業補助金概算払請求書（様式第９号） 

◆概算払いの場合 

概算払いを希望する団体は、補助金概算払請求書を町に提出してください。 

※概算で交付請求できる額は、交付決定額を限度とします。 

 ※不用額が生じた場合は、町に返還をします。 

 

◆精算払いの場合 

実績報告書の提出後、補助金の交付を行います。補助金請求書を町へ提出してください。 

 

（９）事業報告会の実施 

   補助対象団体は実施した事業内容について報告会で発表していただきます。事業継続の意味

も含め報告会は事業実施の翌年度（令和８年度）に行います。 

 

（１０）提案団体向け研修会 

   補助対象団体が活動するにあたっての課題解決等のための研修会を実施します。 
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（１１）その他 

１）関係書類の整理等 

補助事業に関する収支を明らかにした帳簿やその証拠書類は整理し、補助金の交付を受けた

年度以降５年間保管してください。 

 

 ２）代表者等の変更について 

   申請後、代表者や正会員名簿に変更があった場合には、変更届を出してください。 

 

３）補助金の返還 

交付決定後に、次のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定を取り消して、既に交付

した補助金がある場合は、その返還を求める場合があります。 

①偽り、その他不正な手段により補助金の交付を受けたことが判明したとき 

➁補助金を目的以外に使用したとき 

➂補助対象とならない事業であることが判明したとき 

 

４）事業実施にあたっての注意点 

➀概算払いを受けている場合、実績により不用額があるときは、町に返納してください。 

②事業に着手した後、町から状況報告を求められた場合は、ご協力ください。 

③事業に係る発案、企画及び資料等は、すべて加美町に帰属するものとします。 

➃事業については、町の広報誌やホームページ、町公式の SNS等に掲載される場合があり 

ます。 

 

 

５）事業実施により制作された成果物の取り扱いについて 

本事業を活用して制作した成果物（デザインや DVD 等）の事業実施後の取り扱いについては、

所有権は各団体となりますが、町主催のイベントなどで使用させていただく場合があります。 

  ※イベントのチラシや、パンフレットなどを作成した際は、必ず「令和●年度 加美町町

民提案型まちづくり事業活用事業」と記載して下さい。 

 

 ６）イベント等の告知について 

  町公式の各種 SNS や広報誌等の媒体を活用し、イベント等の告知を行うことも可能ですので、

ご相談ください。 
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（１）団体に関すること 

  Q１ 個人で応募することは可能ですか？ 

  A１ 「加美町町民提案型まちづくり事業補助金交付要綱」に規定されているとおり、交付対

象者は「５人以上で構成されている団体」となっていますので、個人での応募はできま

せん。 

ただし、事業を実施するために新たに団体を設立して応募することは可能です。 

 

  Q２ 複数の団体で共同事業として応募したいのですが、対象となりますか？ 

 A２ 複数の団体（以下「グループ」という。）が共同して募集することは可能です。この場合、

グループの構成団体を特定し、グループの名称及びグループ内で代表となる団体を定め

てください。 

 

  Q３ 実行委員会でも対象団体になりますか？ 

  A３ 対象団体、対象事業が補助金交付要綱の規定にある要件を満たしていれば応募できます。 

 

（２）事業に関すること 

  Q４ 補助金の交付決定前に既に事業が終了した場合、補助対象事業となりますか？ 

 A４ 補助金の交付決定前に終了した事業は対象となりません。 

 

  Q５ 応募する事業に対して他の補助金を受けている場合、補助対象事業になりますか？ 

  Ａ５ 同一事業に対し、他の補助を受けている事業は対象外となります。 

  

  Q6 例年行っている活動があるのですが、補助対象事業になりますか？ 

  A6 既存の事業は対象外です。補助対象となる事業は、「新規事業」となります。 

なお、新規事業でも既存の事業と同一とみなされる事業は対象外になります。 

 

Q7 特定の企業や団体等の商品開発も補助事業対象になりますか？ 

  A7 特定の企業等のみで完結してしまう事業は対象外となります。 

 

Q8 過去に行っていた事業を新たに実施したいのですが、補助対象事業になりますか？ 

A8 原則として、新規事業が対象ですが、事業内容により補助対象となる場合もあります。 

 

 

 

４．事業に関するＱ＆Ａ 
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（３）経費に関すること 

Q9 講師謝礼の領収書は必要ですか？ 

A9 原則として、補助対象となる経費については領収書が必要です。講師謝礼についても、日 

付・宛名・但し書き・印鑑のある領収書を添付してください。口座振込みの場合でも、振 

込み明細書に説明を付記してください。 

 

Q10 スタートアップ枠に該当する、具体的なものは何ですか？ 

  Ａ10 高齢者の居場所づくり事業等を新規に始めようとする団体が、車いす等が必要になると

いう場合、10 万円を上限として購入費の 100％が補助の対象となります。 

 

（４）選考に関すること 

 

 Q1１ 選考の結果はいつわかるのでしょうか？ 

A1１ 提出された書類を担当課や関係課で審査したのちに「選考結果通知書」を、速やかに

送付します。書類の提出から、概ね１ヵ月程度で選考結果を送付します。 

採択された事業について、事業名・団体名を公表しますが、審査内容は公表しません。 
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＜申込・お問い合わせ＞ 

加美町役場 ひと・しごと推進課 協働推進係 

〒９８１－４２９２ 

住所：宮城県加美郡加美町字西田三番５番地 

電話：０２２９－６３―５６１１ FAX：０２２９－６３－２０３７ 

E メール：hito-shigoto@town.kami.miyagi.jp 
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※色付きの部分は、提案者が対応する部分となります。 

※事業実施前に補助金が必要な場合は、補助金概算払請求書を作成し、提出してください。 

※補助金の交付決定前に支出したものについては補助金の交付対象外となります。ただし、

交付決定前に、事業に関する打合せなどを行うことは問題ありません。詳しくは事務局まで

ご相談ください。 


